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(57)【要約】
【課題】オン電流が高く、オフ電流が低い半導体装置を
提供する。また、安定な電気特性をもつ半導体装置を提
供する。
【解決手段】酸化反応のギブス自由エネルギーが酸化物
半導体よりも高いソース電極およびドレイン電極を用い
る半導体装置である。酸化物半導体の下面に接する第１
の電極と、酸化物半導体の上面に接する第２の電極と、
酸化物半導体の側面と面するゲート絶縁膜およびゲート
電極を有し、加熱処理を行うことで第１の電極および第
２の電極から酸化物半導体へ酸素を供給する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸化物半導体と、
前記酸化物半導体の下面に接する第１の電極と、
前記酸化物半導体の上面に接する第２の電極と、
前記酸化物半導体の側面と面するゲート電極と、
前記酸化物半導体と前記ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、を有し、
前記第１の電極は前記第２の電極と重なる領域を有し、
前記第１の電極および前記第２の電極の一方または双方は、少なくとも第１の層および第
２の層を含み、
前記第１の層は前記酸化物半導体と接し、かつ前記第２の層よりも酸素濃度が低いことを
特徴とする半導体装置。
【請求項２】
請求項１において、
前記第１の層は前記酸化物半導体よりも酸化反応のギブス自由エネルギーが高い物質を含
むことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２において、
前記第１の層および前記第２の層が、銀、銅、ルテニウム、イリジウム、白金および金か
ら選ばれた一種以上を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
前記第１の層および前記第２の層よりも酸素透過性の低い導電膜を有し、
前記第１の層および前記第２の層が、前記酸化物半導体と前記導電膜との間に設けられる
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
酸化物半導体と、
前記酸化物半導体の下面に接する第１の電極と、
前記酸化物半導体の上面に接する第２の電極と、
前記酸化物半導体の側面と面するゲート電極と、
前記酸化物半導体と前記ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、を有し、
前記第１の電極は前記第２の電極と重なる領域を有し、
前記第１の電極および前記第２の電極の一方または双方は、少なくとも第１の層および第
２の層を含み、
前記第１の層は前記酸化物半導体と接し、かつ前記第２の層よりも酸素濃度が低いことを
特徴とする半導体装置の作製方法において、
加熱処理を行うことで、前記第１の電極または前記第２の電極から前記酸化物半導体へ酸
素を供給することを特徴とする前記半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、物、方法、又は製造方法に関する。又は、本発明は、プロセス、マシン、マニ
ュファクチャ、又は組成物（コンポジション・オブ・マター）に関する。また、本発明の
一態様は、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、それらの駆動方法又
はそれらの製造方法に関する。特に、本発明の一態様は、酸化物半導体を含む半導体装置
、表示装置、又は発光装置に関する。
【０００２】
なお、本明細書等において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指す。表示装置、電気光学装置、半導体回路及び電子機器は、半導体装置を有する
場合がある。
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【背景技術】
【０００３】
近年、半導体装置の高集積化はトランジスタの微細化によって達成されてきた。ところが
、従来用いられてきた平面的に作製するプレーナー型トランジスタでは、短チャネル効果
が深刻になり、微細化の限界が近づいている。上述の問題を克服するために、半導体基板
を立体的に加工し、基板に対して上下方向に電流が流れるように、ソース領域、ドレイン
領域、およびゲート電極を形成する縦型トランジスタが提案されている（非特許文献２）
。特に、ゲート電極が半導体の周囲を囲む構造の縦型トランジスタはＳＧＴ（Ｓｕｒｒｏ
ｕｎｄｉｎｇ　Ｇａｔｅ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と呼ばれ、トランジスタの占有面積が
小さくできる点と、高いオン電流が実現できる点で注目されている（非特許文献１、非特
許文献３）。
【０００４】
ところで、シリコン以外にトランジスタに適用可能な半導体として、酸化物半導体が注目
されている。酸化物半導体を用いたトランジスタは、製造工程が容易で、アモルファスシ
リコンを用いたトランジスタよりも動作が速く、オフ状態のリーク電流が極めて低いこと
から、集積回路や画像表示装置（単に表示装置とも表記する）への応用が期待されている
。
【０００５】
酸化物半導体の膜中および界面に存在する酸素欠損は、トランジスタの電気特性を変動さ
せることが知られているが、酸化物半導体の界面および膜中に、効果的に酸素を供給する
ことで、上記課題を克服できることが知られている。酸化物半導体に酸素を供給する方法
として、酸化物半導体と接する絶縁体から酸素を供給する方法（特許文献１）や、電極か
ら酸素を供給する方法（特許文献２、特許文献３）が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－００９８３６号公報
【特許文献２】特開２０１３－１３１７４０号公報
【特許文献３】特開２０１３‐１３８１９５号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ（ＩＥＤＭ）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｐｐ．２３
－２６、１９８９
【非特許文献２】ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ（ＩＥＤＭ）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｐｐ．９４
９－９５１、２００２
【非特許文献３】ＩＥＥＥ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ＶＬＳＩ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｔ
ｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｐｐ．２１－２２、１９９３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の一態様は、新規な半導体装置などを提供すること、または、オン電流が高い半導
体装置を提供すること、または、オフ電流が低い半導体装置を提供すること、または、短
チャネル効果が発現しにくい半導体装置を提供すること、または、占有面積の小さい半導
体装置を提供すること、または、安定な電気特性をもつ半導体装置を提供することを課題
の一とする。
【０００９】
なお、複数の課題の記載は、互いの課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、これらの課題の全て解決する必要はない。また、列記した以外の課題が、明細書
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、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、これらの課題も、本発
明の一形態の課題となり得る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の一態様は、酸化物半導体と、酸化物半導体の下面に接する第１の電極と、酸化物
半導体の上面に接する第２の電極と、酸化物半導体の側面と面するゲート電極と、酸化物
半導体とゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、を有する半導体装置である。第
１の電極は第２の電極と重なる領域を有する。第１の電極および第２の電極の一方または
双方は、少なくとも第１の層および第２の層を含む。第１の層は酸化物半導体と接し、か
つ第２の層よりも酸素濃度が低いことが好ましい。
【００１１】
上記態様において、第１の層は酸化物半導体よりも酸化反応のギブス自由エネルギーが高
い物質を含むことが好ましい。
【００１２】
上記態様において、第１の層および第２の層が、銀、銅、ルテニウム、イリジウム、白金
および金から選ばれた一種以上を含むことが好ましい。
【００１３】
上記態様に記載の半導体装置は、第１の層および第２の層よりも酸素透過性の低い導電膜
を有する。第１の層および第２の層は、酸化物半導体と導電膜との間に設けられることが
好ましい。
【００１４】
本発明の一態様は、酸化物半導体と、酸化物半導体の下面に接する第１の電極と、酸化物
半導体の上面に接する第２の電極と、酸化物半導体の側面と面するゲート電極と、酸化物
半導体とゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、を有し、第１の電極は第２の電
極と重なる領域を有し、第１の電極および第２の電極の一方または双方は、少なくとも第
１の層および第２の層を含み、第１の層は酸化物半導体と接し、かつ第２の層よりも酸素
濃度が低いことを特徴とする半導体装置の作製方法である。加熱処理を行うことで、第１
の電極または第２の電極から酸化物半導体へ酸素を供給することが可能になる。
【００１５】
なお、本明細書において、チャネルに酸化物半導体を用いたトランジスタの構成例を示し
たが、本発明の一態様は、これに限定されない。例えば、チャネルやその近傍、ソース領
域、ドレイン領域などにおいて、場合によっては、または、状況に応じて、Ｓｉ（シリコ
ン）、Ｇｅ（ゲルマニウム）、ＳｉＧｅ（シリコンゲルマニウム）、ＧａＡｓ（ガリウム
ヒ素）、などを有する材料で形成してもよい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の一態様により、新規な半導体装置などを提供すること、オン電流が高い半導体装
置を提供すること、または、オフ電流が低い半導体装置を提供すること、または、短チャ
ネル効果が発現しにくい半導体装置を提供すること、または、占有面積の小さい半導体装
置を提供すること、または、安定な電気特性をもつ半導体装置を提供することが可能にな
る。
【００１７】
なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は、明細書、
図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項な
どの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】トランジスタの構成例を示す斜視図。
【図２】トランジスタの構成例を示す斜視図および断面図。
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【図３】トランジスタの作製方法の一例を示す断面図。
【図４】トランジスタの作製方法の一例を示す断面図。
【図５】トランジスタの作製方法の一例を示す断面図。
【図６】半導体領域の形状例を示す図。
【図７】トランジスタの構成例を示す断面図。
【図８】トランジスタの構成例を示す断面図。
【図９】記憶装置の構成例を示す上面図。
【図１０】記憶装置の構成例を示す断面図。
【図１１】記憶装置の構成例を示す断面図。
【図１２】記憶装置の構成例を示す断面図。
【図１３】記憶装置の構成例を示す断面図。
【図１４】記憶装置の一例を示す回路図。
【図１５】表示装置の一例を示す上面図および回路図。
【図１６】電子機器の一例を示す外観図。
【図１７】ＲＦタグの使用例を説明する図。
【図１８】ＴＤＳ分析の結果を示す図。
【図１９】酸化反応のギブス自由エネルギーを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び
詳細を様々に変更し得ること、当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明は
以下に示す実施の形態及び実施例の記載内容に限定して解釈されるものではない。また、
以下に説明する実施の形態及び実施例において、同一部分又は同様の機能を有する部分に
は同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、本
明細書で説明する各図において、各構成の大きさ、膜の厚さ、又は領域は、明瞭化のため
に誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。
【００２０】
なお、本明細書にて用いる第１、第２等の序数詞は、構成要素の混同を避けるために付し
たものであり、数的に限定するものではない。そのため、例えば「第１の」を「第２の」
又は「第３の」等を適宜置き換えて説明することができる。また、トランジスタの「ソー
ス」や「ドレイン」の機能は、異なる極性のトランジスタを採用する場合や、回路動作に
おいて電流の方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細書に
おいては、「ソース」や「ドレイン」という用語は、入れ替えて用いることができるもの
とする。
【００２１】
（実施の形態１）
本実施の形態では、本発明の一態様に係るトランジスタについて図を用いて説明する。
【００２２】
図１は、本発明の一態様のトランジスタの斜視図である。なお、図１は図の明瞭化のため
に一部の要素を省いて図示している。図１に示すトランジスタ１００（または１１０）は
、基板１０９と、配線１０１と、導電膜１１１と、ゲート電極１０２と、ドレイン電極１
０５（または１１５）を有している。
【００２３】
図２（Ｂ）は図１に示すトランジスタの平面Ｘによる断面図を示している（図２（Ａ）参
照）。図２（Ｂ）に示すトランジスタ１００は、基板１０９と、基板１０９上に形成され
た配線１０１と、配線１０１上に形成された導電膜１１１と、導電膜１１１上に形成され
たソース電極１０３と、ソース電極１０３上に形成された酸化物半導体１０４と、ソース
電極１０３と重なるように酸化物半導体１０４上に形成されたドレイン電極１０５と、ソ
ース電極１０３、酸化物半導体１０４およびドレイン電極１０５の側面と接するように設
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けられたゲート絶縁膜１０６と、ゲート絶縁膜１０６を介して、ソース電極１０３、酸化
物半導体１０４およびドレイン電極１０５の側面と面するように設けられたゲート電極１
０２と、ドレイン電極１０５、ゲート電極１０２、ゲート絶縁膜１０６および導電膜１１
１と接する保護絶縁膜１０７と、保護絶縁膜１０７上に設けられた層間絶縁膜１０８を有
している。
【００２４】
基板１０９は、単なる支持体に限らず、他のトランジスタやキャパシタなどの素子が形成
された基板であってもよい。この場合、トランジスタのゲート電極１０２、配線１０１の
少なくとも一つが、上記の他の素子と電気的に接続されていてもよい。また、基板１０９
と配線１０１との間に、基板１０９からの不純物拡散を防止するために絶縁膜を設けても
よい。
【００２５】
なお、例えば、本明細書等において、様々な基板１０９を用いて、トランジスタを形成す
ることが出来る。基板１０９の種類は、特定のものに限定されることはない。その基板の
一例としては、半導体基板（例えば単結晶基板又はシリコン基板）、ＳＯＩ基板、ガラス
基板、石英基板、プラスチック基板、金属基板、ステンレス・スチル基板、ステンレス・
スチル・ホイルを有する基板、タングステン基板、タングステン・ホイルを有する基板、
可撓性基板、貼り合わせフィルム、繊維状の材料を含む紙、又は基材フィルムなどがある
。ガラス基板の一例としては、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、
又はソーダライムガラスなどがある。可撓性基板の一例としては、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（Ｐ
ＥＳ）に代表されるプラスチック、又はアクリル等の可撓性を有する合成樹脂などがある
。貼り合わせフィルムの一例としては、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリフッ化ビニ
ル、又はポリ塩化ビニルなどがある。基材フィルムの一例としては、ポリエステル、ポリ
アミド、ポリイミド、無機蒸着フィルム、又は紙類などがある。特に、半導体基板、単結
晶基板、又はＳＯＩ基板などを用いてトランジスタを製造することによって、特性、サイ
ズ、又は形状などのばらつきが少なく、電流能力が高く、サイズの小さいトランジスタを
製造することができる。このようなトランジスタによって回路を構成すると、回路の低消
費電力化、又は回路の高集積化を図ることができる。
【００２６】
なお、ある基板を用いてトランジスタを形成し、その後、別の基板にトランジスタを転置
し、別の基板上にトランジスタを配置してもよい。トランジスタが転置される基板の一例
としては、上述したトランジスタを形成することが可能な基板に加え、紙基板、セロファ
ン基板、石材基板、木材基板、布基板（天然繊維（絹、綿、麻）、合成繊維（ナイロン、
ポリウレタン、ポリエステル）若しくは再生繊維（アセテート、キュプラ、レーヨン、再
生ポリエステル）などを含む）、皮革基板、又はゴム基板などがある。これらの基板を用
いることにより、特性のよいトランジスタの形成、消費電力の小さいトランジスタの形成
、壊れにくい装置の製造、耐熱性の付与、軽量化、又は薄型化を図ることができる。
【００２７】
なお、所定の機能を実現させるために必要な回路の全てを、同一の基板（例えば、ガラス
基板、プラスチック基板、単結晶基板、又はＳＯＩ基板など）に形成することが可能であ
る。こうして、部品点数の削減によるコストの低減、又は回路部品との接続点数の低減に
よる信頼性の向上を図ることができる。
【００２８】
トランジスタ１００はＳＧＴ（Ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇ　Ｇａｔｅ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）で、ソース電極１０３とドレイン電極１０５との間の距離、すなわち酸化物半導体１
０４の高さがトランジスタ１００のチャネル長に相当する。トランジスタ１００は、酸化
物半導体１０４の側面全体がゲート電極１０２で囲まれているため完全空乏で動作し、オ
ン電流が高く、ＤＩＢＬ（Ｄｒａｉｎ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｌｏｗｅｒｉ
ｎｇ）によるリーク電流（オフ電流）の増加を防ぐことができる。トランジスタ１００の
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チャネル長は、例えば３０ｎｍ以上５００ｎｍ以下、好ましくは、５０ｎｍ以上３００ｎ
ｍ以下、さらに好ましくは１００ｎｍ以上２００ｎｍ以下とすることができる。
【００２９】
単結晶シリコンで作製されたＳＧＴは、立体的に加工された単結晶シリコン基板にチャネ
ルが形成されるので、界面準位密度が高い面方位にもチャネルが形成される。そのため、
プレーナー型のトランジスタと比べて電気特性が劣化しやすい場合がある。一方、酸化物
半導体で作製されたＳＧＴは、面方位に対する界面準位の依存性が非常に少なく、上述し
た問題が発生しない。そのためＳＧＴを酸化物半導体で作製することは好ましい。
【００３０】
また、単結晶シリコンでＳＧＴを作製する場合、ソース領域およびドレイン領域を形成す
るために高度な不純物注入技術が要求されるが、酸化物半導体でＳＧＴを作製する場合、
不純物注入を行わずともトランジスタを作製することができるので、単結晶シリコンに比
べて製造工程が容易である。
【００３１】
一般的に、酸化物半導体を使ったトランジスタは、酸素欠損によりトランジスタの電気特
性が変動することが知られている。そのため、トランジスタ１００も酸化物半導体１０４
に酸素を供給するのが好ましい。保護絶縁膜１０７および層間絶縁膜１０８に酸素を含ま
せて酸素供給を試みた場合、酸化物半導体１０４は上下と側面を電極で囲まれているため
、上記絶縁膜から供給された酸素が電極を透過できず、酸化物半導体１０４まで到達しな
い。ゲート絶縁膜１０６から酸素を供給する方法もあるが、微細化されたトランジスタは
、ゲート容量を確保するために、ゲート絶縁膜１０６を薄く形成することが一般的である
。そのため、ゲート絶縁膜１０６は十分な量の酸素を含むことができず、酸化物半導体１
０４の酸素欠損を十分に修復することができないおそれがある。上述の理由で、トランジ
スタ１００において、周囲に存在する絶縁膜から酸化物半導体１０４に酸素を供給するこ
とは難しい。
【００３２】
本実施の形態では、ソース電極およびドレイン電極に酸素供給能力を与えることで、上述
の問題を解決する方法を示す。ソース電極およびドレイン電極が酸素供給能力を持つこと
で、縦型トランジスタにおいても、動作を安定化させることができる。以下にその詳細を
説明する。
【００３３】
ソース電極１０３およびドレイン電極１０５は酸素を含む導電膜であり、酸化物半導体１
０４よりも酸化反応のギブス自由エネルギーが高い物質を有する。即ち、ソース電極１０
３およびドレイン電極１０５は酸化物半導体１０４よりも還元しやすい性質を有する。言
い換えると、ソース電極１０３およびドレイン電極１０５は酸化物半導体１０４よりも酸
化しにくい性質を有する。
【００３４】
ソース電極１０３およびドレイン電極１０５の厚さは、例えば３ｎｍ以上３００ｎｍ以下
、好ましくは５ｎｍ以上１００ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下に
するとよい。
【００３５】
酸素を含むソース電極１０３およびドレイン電極１０５は、酸化物半導体１０４よりも還
元しやすい物質で構成されているため、加熱処理を施すと、ソース電極１０３およびドレ
イン電極１０５が還元し酸素を放出する。ソース電極１０３およびドレイン電極１０５か
ら放出された酸素は、酸化物半導体１０４に供給され、酸化物半導体１０４の酸素欠損を
低減させることができる。
【００３６】
なお、加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下、好ましくは３００℃以上５００℃以下の
温度で、不活性ガス雰囲気、酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上含む雰囲気、または減圧状態で
行えばよい。
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【００３７】
参考として、図１９に各元素の酸化反応のギブス自由エネルギーを示す。図１９の横軸は
温度［℃］であり、縦軸はギブス自由エネルギー（ΔＧ［ｋＪ／ｍｏｌ］）である。図１
９に示す酸化反応のギブス自由エネルギーは、以下の計算によって求めたものである。ま
ず、表１に示す各物質における標準生成エンタルピーΔＨおよび標準エントロピーＳの値
を用いて、表２に示す各酸化反応の式に代入することで、各酸化反応における標準生成エ
ンタルピーΔＨおよび標準生成エントロピーΔＳの値を算出する。表２に、算出した各酸
化反応における標準生成エンタルピーΔＨおよび標準生成エントロピーΔＳの値を示す。
なお、表１に示す各物質における標準生成エンタルピーΔＨおよび標準エントロピーＳの
値は、主として日本化学会編「化学便覧基礎編ＩＩ改訂４版２８５頁、丸善株式会社」か
ら引用したものである。
【００３８】
【表１】

【００３９】
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【表２】

【００４０】
次に、表２に示す標準生成エンタルピーΔＨおよび標準生成エントロピーΔＳの値を下記
の数式（１）に代入して、温度が０℃以上９００℃以下の範囲における各酸化反応のギブ
ス自由エネルギーの値を算出した。なお、数式（１）のＴは、温度［Ｋ］である。
【００４１】
ΔＧ＝ΔＨ－ＴΔＳ　×　１０－３　　　（１）
【００４２】
図１９より、例えば、ソース電極１０３およびドレイン電極１０５は、銀、銅、ルテニウ
ム、イリジウム、白金および金から選ばれた一種以上の元素を含む酸化物からなる層を用
いればよい。白金および金は図１９には記載されていないが、酸化しにくい金属として知
られている。当該元素を含む酸化物は、酸化反応のギブス自由エネルギーが高いため、自
身は還元しやすく、かつ接する膜を酸化しやすい。なお、導電率が高いため、ルテニウム
またはイリジウムを含む酸化物を用いると好ましい。ルテニウムまたはイリジウムを含む
酸化物の一例としては、ＲｕＯＸ（Ｘは０．５以上４以下）、ＩｒＯＸ（Ｘは０．５以上
４以下）、ＳｒＲｕＯＸ（Ｘは１以上５以下）などが挙げられる。
【００４３】
保護絶縁膜１０７は酸素を遮断する機能を有する。酸素を遮断する保護絶縁膜１０７がド
レイン電極１０５と接することで、ドレイン電極１０５を還元する際に、ドレイン電極１
０５の上面および側面から酸素が漏れるのを防ぐことができ、酸化物半導体１０４に効果
的に酸素供給できる。
【００４４】
保護絶縁膜１０７は、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化シリコン、酸化窒化シ
リコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウム、酸化イッ
トリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウム、酸化タン
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タルなどから選ばれた一種以上含む絶縁体を用いることができる。特に、酸化アルミニウ
ム膜は、水素、水分などの不純物及び酸素の双方に対して膜を透過させない遮断（ブロッ
キング）効果が高く、保護絶縁膜１０７に適用するのに好ましい。
【００４５】
導電膜１１１は、酸素を遮断する機能を有する導電膜である。導電膜１１１はソース電極
１０３よりも酸素透過性が低いことが好ましい。導電膜１１１がソース電極１０３の下面
と接することで、ソース電極１０３を還元する際に、ソース電極１０３の下面から酸素が
漏れることを防ぐことができ、効果的に酸化物半導体１０４に酸素を供給することができ
る。また、導電膜１１１は、ソース電極１０３から放出された酸素が配線１０１を酸化し
、ソース電極１０３と配線１０１との間に高抵抗な酸化物層が形成されることを防ぐ。
【００４６】
導電膜１１１は、銀、銅、ルテニウム、イリジウム、モリブデン、タングステン、白金お
よび金から選ばれた一種以上の元素、または金属窒化物を含む層とする。特に窒化タンタ
ルは酸素に対してブロッキング効果が高く、導電膜１１１に好ましい。
【００４７】
図２（Ｃ）に示すトランジスタ１１０は、トランジスタ１００に加熱処理を施して、ソー
ス電極１０３およびドレイン電極１０５を還元させた後の状態を示している。
【００４８】
トランジスタ１１０は、導電膜１１３ａおよび導電膜１１３ｂを含むソース電極１１３と
、導電膜１１５ａおよび導電膜１１５ｂを含むドレイン電極１１５と、を有し、導電膜１
１３ａおよび導電膜１１５ａは、酸化物半導体１０４と接している。導電膜１１３ａは、
導電膜１１３ｂよりも酸素濃度が低い膜である。また、導電膜１１５ａは、導電膜１１５
ｂよりも酸素濃度が低い膜である。トランジスタ１１０において、ソース電極１１３およ
びドレイン電極１１５以外の構成は、図２（Ｂ）のトランジスタ１００と同一である。
【００４９】
図２（Ｂ）のソース電極１０３は、加熱処理を施すことで、酸化物半導体１０４近傍の領
域が還元され、ソース電極１０３よりも酸素濃度が低減された導電膜１１３ａと、ソース
電極１０３と同程度の酸素濃度を有する導電膜１１３ｂへと変化する。同様に、図２（Ｂ
）のドレイン電極１０５は、加熱処理を施すことで、酸化物半導体１０４近傍の領域が還
元され、ドレイン電極１０５よりも酸素濃度が低減された導電膜１１５ａと、ドレイン電
極１０５と同程度の酸素濃度を有する導電膜１１５ｂへと変化する。このとき、ソース電
極１０３およびドレイン電極１０５から放出された酸素は、酸化物半導体１０４の酸素欠
損を低減させる役割をもつ。
【００５０】
導電膜１１３ａおよび導電膜１１５ａの厚さは、例えば１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ま
しくは１ｎｍ以上５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１ｎｍ以上１０ｎｍ以下にすればよい
。
【００５１】
なお、加熱処理の条件によって、ソース電極１０３のすべての領域が導電膜１１３ａへと
変化し、ドレイン電極１０５のすべての領域が導電膜１１５ａへと変化する場合もある。
つまり、導電膜１１３ｂおよび導電膜１１５ｂが形成されない場合もある。
【００５２】
導電膜１１１は導電膜１１３ａ及び導電膜１１３ｂよりも酸素透過性が低いことが好まし
い。導電膜１１１が酸素を遮断する機能を有することで、酸化物半導体１０４から配線１
０１に酸素が吸収されることを防ぐ。また、ソース電極１０３と配線１０１との間に高抵
抗な酸化物層が形成されることを防ぐ。
【００５３】
ゲート絶縁膜１０６は酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化ゲルマニウム、酸化イット
リウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウムおよび酸化タ
ンタルを含む絶縁体から一種以上選択して、単層または積層して用いればよい。
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【００５４】
ゲート絶縁膜１０６の積層構造の一例について説明する。ゲート絶縁膜１０６は、例えば
、酸素、窒素、シリコン、ハフニウムなどを有する。具体的には、酸化ハフニウム、およ
び酸化シリコンまたは酸化窒化シリコンを含むと好ましい。酸化ハフニウムは、酸化シリ
コンや酸化窒化シリコンと比べて比誘電率が高い。したがって、等価酸化膜厚に対して物
理的な膜厚を大きくできるため、等価酸化膜厚を１０ｎｍ以下または５ｎｍ以下とした場
合でも、トンネル電流によるリーク電流を小さくすることができる。即ち、オフ電流の小
さいトランジスタを実現することができる。さらに、結晶構造を有する酸化ハフニウムは
、非晶質構造を有する酸化ハフニウムと比べて高い比誘電率を備える。したがって、オフ
電流の小さいトランジスタとするためには、結晶構造を有する酸化ハフニウムを用いるこ
とが好ましい。結晶構造の例としては、単斜晶系、正方晶系、立方晶系などが挙げられる
。ただし、本発明の一態様は、これらに限定されない。
【００５５】
ところで、結晶構造を有する酸化ハフニウムの被形成面は、欠陥に起因した界面準位を有
する場合がある。該界面準位はトラップセンターとして機能する場合がある。そのため、
酸化ハフニウムがトランジスタのチャネル領域に近接して配置されるとき、該界面準位に
よってトランジスタの電気特性が劣化する場合がある。そこで、該界面準位の影響を低減
するために、トランジスタのチャネル領域と酸化ハフニウムとの間に、別の層を配置する
ことによって互いに離間させることが好ましい場合がある。この層は、緩衝機能を有する
。緩衝機能を有する層としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化物半導体などを
用いることができる。なお、緩衝機能を有する層には、例えば、チャネル領域となる半導
体よりもエネルギーギャップの大きい半導体または絶縁体を用いる。または、緩衝機能を
有する層には、例えば、チャネル領域となる半導体よりも電子親和力の小さい半導体また
は絶縁体を用いる。または、緩衝機能を有する層には、例えば、チャネル領域となる半導
体よりもイオン化エネルギーの大きい半導体または絶縁体を用いる。
【００５６】
ゲート電極１０２は、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｙ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ａ
ｇ、ＴａおよびＷなどの導電体を用いることができる。また、当該ゲート電極は、上記材
料の積層であってもよい。また、ゲート電極１０２には、窒素を含んだ導電体を用いても
よい。たとえば、ゲート電極１０２に窒化チタン上にタングステンの積層、窒化タングス
テン上にタングステンの積層、窒化タンタル上にタングステンの積層などを用いることが
できる。
【００５７】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【００５８】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１で示した酸化物半導体１０４について、詳細な説明を行
う。
【００５９】
酸化物半導体１０４は、インジウムを含む酸化物である。酸化物は、例えば、インジウム
を含むと、キャリア移動度（電子移動度）が高くなる。また、酸化物半導体１０４は、元
素Ｍを含むと好ましい。元素Ｍとして、例えば、アルミニウム、ガリウム、イットリウム
またはスズなどがある。元素Ｍは、例えば、酸素との結合エネルギーが高い元素である。
元素Ｍは、例えば、酸化物のエネルギーギャップを大きくする機能を有する元素である。
また、酸化物半導体１０４は、亜鉛を含むと好ましい。酸化物が亜鉛を含むと、例えば、
酸化物を結晶化しやすくなる。酸化物の価電子帯上端のエネルギーは、例えば、亜鉛の原
子数比によって制御できる。
【００６０】
ただし、酸化物半導体１０４は、インジウムを含む酸化物に限定されない。酸化物半導体



(12) JP 2015-111663 A 2015.6.18

10

20

30

40

50

１０４は、例えば、Ｚｎ－Ｓｎ酸化物、Ｇａ－Ｓｎ酸化物であっても構わない。
【００６１】
また酸化物半導体１０４は、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。酸化物半導体
１０４のエネルギーギャップは、例えば、２．５ｅＶ以上４．２ｅＶ以下、好ましくは２
．８ｅＶ以上３．８ｅＶ以下、さらに好ましくは３ｅＶ以上３．５ｅＶ以下とする。
【００６２】
酸化物半導体１０４は、スパッタリング法、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法（ＭＯＣＶＤ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ）法、熱ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法を含むがこれに限定されない
）、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法またはＰＬＤ（Ｐｕｌ
ｓｅｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法を用いて成膜するとよい。特に、ＭＯＣ
ＶＤ法、ＡＬＤ法または熱ＣＶＤ法を用いると、プラズマを使わないため酸化物半導体１
０４にダメージを与えにくく、トランジスタのオフ状態のリーク電流を低く抑えることが
できるので好ましい。
【００６３】
ＭＯＶＣＤ法やＡＬＤ法などの熱ＣＶＤ法を用いて、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜を成膜する
場合には、トリメチルインジウム、トリメチルガリウム、及びジメチル亜鉛を用いる。な
お、トリメチルインジウムの化学式は、Ｉｎ（ＣＨ３）３である。また、トリメチルガリ
ウムの化学式は、Ｇａ（ＣＨ３）３である。また、ジメチル亜鉛の化学式は、Ｚｎ（ＣＨ

３）２である。また、これらの組み合わせに限定されず、トリメチルガリウムに代えてト
リエチルガリウム（化学式Ｇａ（Ｃ２Ｈ５）３）を用いることもでき、ジメチル亜鉛に代
えてジエチル亜鉛（化学式Ｚｎ（Ｃ２Ｈ５）２）を用いることもできる。
【００６４】
酸化物半導体１０４をスパッタリング法で成膜する場合、パーティクル数低減のため、イ
ンジウムを含むターゲットを用いると好ましい。また、元素Ｍの原子数比が高い酸化物タ
ーゲットを用いた場合、ターゲットの導電性が低くなる場合がある。インジウムを含むタ
ーゲットを用いる場合、ターゲットの導電率を高めることができ、ＤＣ放電、ＡＣ放電が
容易となるため、大面積の基板へ対応しやすくなる。したがって、半導体装置の生産性を
高めることができる。
【００６５】
酸化物半導体１０４をスパッタリング法で成膜する場合、ターゲットの原子数比は、Ｉｎ
：Ｍ：Ｚｎが３：１：１、３：１：２、３：１：４、１：１：０．５、１：１：１、１：
１：２、１：４：４、などとすればよい。
【００６６】
酸化物半導体１０４をスパッタリング法で成膜する場合、ターゲットの原子数比からずれ
た原子数比の膜が形成される場合がある。特に、亜鉛は、ターゲットの原子数比よりも膜
の原子数比が小さくなる場合がある。具体的には、ターゲットに含まれる亜鉛の原子数比
の４０ａｔｏｍｉｃ％以上９０ａｔｏｍｉｃ％程度以下となる場合がある。
【００６７】
以下では、酸化物半導体１０４中における不純物の影響について説明する。なお、トラン
ジスタの電気特性を安定にするためには、酸化物半導体１０４中の不純物濃度を低減し、
低キャリア密度化および高純度化することが有効である。なお、酸化物半導体１０４のキ
ャリア密度は、８×１０１１個／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１１個／ｃｍ３未満、
さらに好ましくは１×１０１０個／ｃｍ３未満であり、１×１０－９以上とする。酸化物
半導体１０４中の不純物濃度を低減するためには、近接する膜中の不純物濃度も低減する
ことが好ましい。
【００６８】
例えば、酸化物半導体１０４中のシリコンは、キャリアトラップやキャリア発生源となる
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場合がある。そのため、酸化物半導体１０４のシリコン濃度を、二次イオン質量分析法（
ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）におい
て、１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

未満、さらに好ましくは２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。
【００６９】
また、酸化物半導体１０４中に水素が含まれると、キャリア密度を増大させてしまう場合
がある。酸化物半導体１０４の水素濃度はＳＩＭＳにおいて、２×１０２０ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０
１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下と
する。また、酸化物半導体１０４中に窒素が含まれると、キャリア密度を増大させてしま
う場合がある。酸化物半導体１０４の窒素濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは
１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３以下とする。
【００７０】
また、酸化物半導体１０４の水素濃度を低減するために、ゲート絶縁膜１０６の水素濃度
を低減すると好ましい。ゲート絶縁膜１０６の水素濃度はＳＩＭＳにおいて、２×１０２

０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ま
しくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体１０４の窒素濃度を低減するために、ゲート絶
縁膜１０６の窒素濃度を低減すると好ましい。ゲート絶縁膜１０６の窒素濃度は、ＳＩＭ
Ｓにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは
５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【００７１】
以下では、酸化物半導体１０４に適用可能な酸化物半導体膜の結晶構造について説明する
。
【００７２】
なお、本明細書において、「平行」とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で
配置されている状態をいう。したがって、－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、
「略平行」とは、二つの直線が－３０°以上３０°以下の角度で配置されている状態をい
う。また、「垂直」とは、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置されている
状態をいう。したがって、８５°以上９５°以下の場合も含まれる。また、「略垂直」と
は、二つの直線が６０°以上１２０°以下の角度で配置されている状態をいう。
【００７３】
また、本明細書において、結晶が三方晶または菱面体晶である場合、六方晶系として表す
。
【００７４】
酸化物半導体膜は、非単結晶酸化物半導体膜と単結晶酸化物半導体膜とに分けられる。ま
たは、酸化物半導体は、例えば、結晶性酸化物半導体と非晶質酸化物半導体とに分けられ
る。
【００７５】
なお、非単結晶酸化物半導体としては、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ
　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）、多結晶酸化物
半導体、微結晶酸化物半導体、非晶質酸化物半導体などがある。また、結晶性酸化物半導
体としては、単結晶酸化物半導体、ＣＡＡＣ－ＯＳ、多結晶酸化物半導体、微結晶酸化物
半導体などがある。
【００７６】
まずは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について説明する。
【００７７】
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ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、ｃ軸配向した複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つである。
【００７８】
透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏ
ｓｃｏｐｅ）によって、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の明視野像および回折パターンの複合解析像（
高分解能ＴＥＭ像ともいう。）を観察することで複数の結晶部を確認することができる。
一方、高分解能ＴＥＭ像によっても明確な結晶部同士の境界、即ち結晶粒界（グレインバ
ウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、結
晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【００７９】
試料面と略平行な方向から、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の断面の高分解能ＴＥＭ像を観察すると、
結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子の各層は、
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸を反映した
形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【００８０】
一方、試料面と略垂直な方向から、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の平面の高分解能ＴＥＭ像を観察す
ると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列していることを確認で
きる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られない。
【００８１】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）装
置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜
のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピークが
現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属される
ことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に略
垂直な方向を向いていることが確認できる。
【００８２】
なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法
による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現れ
る場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向性
を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍に
ピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【００８３】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体膜である。不純物は、水素、炭素、
シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体膜の主成分以外の元素である。特に、シリコ
ンなどの、酸化物半導体膜を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸化
物半導体膜から酸素を奪うことで酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させる
要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半径
（または分子半径）が大きいため、酸化物半導体膜内部に含まれると、酸化物半導体膜の
原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体膜に含まれる不純
物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。
【００８４】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜である。例えば、酸化物
半導体膜中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによって
キャリア発生源となることがある。
【００８５】
不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い（酸素欠損の少ない）ことを、高純度真性または
実質的に高純度真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜
は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。したがって、
当該酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性（
ノーマリーオンともいう。）になることが少ない。また、高純度真性または実質的に高純
度真性である酸化物半導体膜は、キャリアトラップが少ない。そのため、当該酸化物半導
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体膜を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとな
る。なお、酸化物半導体膜のキャリアトラップに捕獲された電荷は、放出するまでに要す
る時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、不純物濃度が
高く、欠陥準位密度が高い酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性が不安定と
なる場合がある。
【００８６】
なお、本明細書等において実質的に真性という場合、酸化物半導体膜のキャリア密度は、
８×１０１１／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１１／ｃｍ３未満、さらに好ましくは１
×１０１０／ｃｍ３未満であり、１×１０－９／ｃｍ３以上である。酸化物半導体膜を高
純度真性化することで、トランジスタに安定した電気特性を付与することができる。
【００８７】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性
の変動が小さい。
【００８８】
次に、微結晶酸化物半導体膜について説明する。
【００８９】
微結晶酸化物半導体膜は、高分解能ＴＥＭ像において、結晶部を確認することのできる領
域と、明確な結晶部を確認することのできない領域と、を有する。微結晶酸化物半導体膜
に含まれる結晶部は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、または１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の大き
さであることが多い。特に、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下、または１ｎｍ以上３ｎｍ以下の微
結晶であるナノ結晶（ｎｃ：ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ）を有する酸化物半導体膜を、ｎｃ
－ＯＳ（ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
膜と呼ぶ。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、例えば、高分解能ＴＥＭ像では、結晶粒界を明確に確
認できない場合がある。
【００９０】
ｎｃ－ＯＳ膜は、微小な領域（例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の領域、特に１ｎｍ以上
３ｎｍ以下の領域）において原子配列に周期性を有する。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる
結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。し
たがって、ｎｃ－ＯＳ膜は、分析方法によっては、非晶質酸化物半導体膜と区別が付かな
い場合がある。例えば、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きい径のＸ線を用いるＸＲ
Ｄ装置を用いて構造解析を行うと、ｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、結晶面
を示すピークが検出されない。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きいプローブ
径（例えば５０ｎｍ以上）の電子線を用いる電子回折（制限視野電子回折ともいう。）を
行うと、ハローパターンのような回折パターンが観測される。一方、ｎｃ－ＯＳ膜に対し
、結晶部の大きさと近いか結晶部より小さいプローブ径の電子線を用いるナノビーム電子
回折を行うと、スポットが観測される。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビーム電子回折を
行うと、円を描くように（リング状に）輝度の高い領域が観測される場合がある。また、
ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビーム電子回折を行うと、リング状の領域内に複数のスポットが
観測される場合がある。
【００９１】
ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも規則性の高い酸化物半導体膜である。その
ため、ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも欠陥準位密度が低くなる。ただし、
ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、ｎｃ－Ｏ
Ｓ膜は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜と比べて欠陥準位密度が高くなる。
【００９２】
次に、非晶質酸化物半導体膜について説明する。
【００９３】
非晶質酸化物半導体膜は、膜中における原子配列が不規則であり、結晶部を有さない酸化
物半導体膜である。石英のような無定形状態を有する酸化物半導体膜が一例である。
【００９４】
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非晶質酸化物半導体膜は、高分解能ＴＥＭ像において結晶部を確認することができない。
【００９５】
非晶質酸化物半導体膜に対し、ＸＲＤ装置を用いた構造解析を行うと、ｏｕｔ－ｏｆ－ｐ
ｌａｎｅ法による解析では、結晶面を示すピークが検出されない。また、非晶質酸化物半
導体膜に対し、電子回折を行うと、ハローパターンが観測される。また、非晶質酸化物半
導体膜に対し、ナノビーム電子回折を行うと、スポットが観測されず、ハローパターンが
観測される。
【００９６】
なお、酸化物半導体膜は、ｎｃ－ＯＳ膜と非晶質酸化物半導体膜との間の物性を示す構造
を有する場合がある。そのような構造を有する酸化物半導体膜を、特に非晶質ライク酸化
物半導体（ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ：ａｍｏｒｐｈｏｕｓ－ｌｉｋｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜と呼ぶ。
【００９７】
ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜は、高分解能ＴＥＭ像において鬆（ボイドともいう。）が観察され
る場合がある。また、高分解能ＴＥＭ像において、明確に結晶部を確認することのできる
領域と、結晶部を確認することのできない領域と、を有する。ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜は、
ＴＥＭによる観察程度の微量な電子照射によって、結晶化が起こり、結晶部の成長が見ら
れる場合がある。一方、良質なｎｃ－ＯＳ膜であれば、ＴＥＭによる観察程度の微量な電
子照射による結晶化はほとんど見られない。
【００９８】
なお、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜およびｎｃ－ＯＳ膜の結晶部の大きさの計測は、高分解能Ｔ
ＥＭ像を用いて行うことができる。例えば、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶は層状構造を有し、
Ｉｎ－Ｏ層の間に、Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ層を２層有する。ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の単位格子
は、Ｉｎ－Ｏ層を３層有し、またＧａ－Ｚｎ－Ｏ層を６層有する、計９層がｃ軸方向に層
状に重なった構造を有する。よって、これらの近接する層同士の間隔は、（００９）面の
格子面間隔（ｄ値ともいう。）と同程度であり、結晶構造解析からその値は０．２９ｎｍ
と求められている。そのため、高分解能ＴＥＭ像における格子縞に着目し、格子縞の間隔
が０．２８ｎｍ以上０．３０ｎｍ以下である箇所においては、それぞれの格子縞がＩｎＧ
ａＺｎＯ４の結晶のａ－ｂ面に対応する。
【００９９】
また、酸化物半導体膜は、構造ごとに密度が異なる場合がある。例えば、ある酸化物半導
体膜の組成がわかれば、該組成と同じ組成における単結晶の密度と比較することにより、
その酸化物半導体膜の構造を推定することができる。例えば、単結晶の密度に対し、ａ－
ｌｉｋｅ　ＯＳ膜の密度は７８．６％以上９２．３％未満となる。また、例えば、単結晶
の密度に対し、ｎｃ－ＯＳ膜の密度およびＣＡＡＣ－ＯＳ膜の密度は９２．３％以上１０
０％未満となる。なお、単結晶の密度に対し密度が７８％未満となる酸化物半導体膜は、
成膜すること自体が困難である。
【０１００】
上記について、具体例を用いて説明する。例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［原子
数比］を満たす酸化物半導体膜において、菱面体晶構造を有する単結晶ＩｎＧａＺｎＯ４

の密度は６．３５７ｇ／ｃｍ３となる。よって、例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１
［原子数比］を満たす酸化物半導体膜において、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜の密度は５．０ｇ
／ｃｍ３以上５．９ｇ／ｃｍ３未満となる。また、例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：
１［原子数比］を満たす酸化物半導体膜において、ｎｃ－ＯＳ膜の密度およびＣＡＡＣ－
ＯＳ膜の密度は５．９ｇ／ｃｍ３以上６．３ｇ／ｃｍ３未満となる。
【０１０１】
なお、同じ組成の単結晶が存在しない場合がある。その場合、任意の割合で組成の異なる
単結晶を組み合わせることにより、所望の組成の単結晶に相当する密度を算出することが
できる。所望の組成の単結晶の密度は、組成の異なる単結晶を組み合わせる割合に対して
、加重平均を用いて算出すればよい。ただし、密度は、可能な限り少ない種類の単結晶を
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組み合わせて算出することが好ましい。
【０１０２】
なお、酸化物半導体膜は、例えば、非晶質酸化物半導体膜、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜、微結
晶酸化物半導体膜、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜のうち、二種以上を有する積層膜であってもよい。
【０１０３】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１０４】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１で示したトランジスタ１１０の作製方法について、図面
を用いて説明する。
【０１０５】
まず、基板１０９上に配線１０１および導電膜１１１を形成する（図３（Ａ）参照）。
【０１０６】
次に、導電膜２０３、酸化物半導体２０４および導電膜２０５を成膜する（図３（Ｂ）参
照）。
【０１０７】
導電膜２０３および導電膜２０５は、スパッタリング法、ＣＶＤ法（ＡＬＤ法、ＭＯＣＶ
Ｄ法、熱ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法を含むがこれに限定されない）、ＭＢＥ法またはＰ
ＬＤ法を用いて成膜すればよい。特にＡＬＤ法、ＭＯＣＶＤ法または熱ＣＶＤ法は、プラ
ズマを使わないためダメージが少なく好ましい。
【０１０８】
酸化物半導体２０４は、実施の形態２で記載した方法を用いて成膜する。
【０１０９】
次に、導電膜２０３、酸化物半導体２０４および導電膜２０５を、共通のフォトリソグラ
フィーを使ってエッチングし、ソース電極１０３、酸化物半導体１０４およびドレイン電
極１０５を形成する（図３（Ｃ）参照）。導電膜２０３、酸化物半導体２０４および導電
膜２０５をエッチングする際にハードマスクを用いてもよい。また、導電膜１１１を同時
にエッチングしてもよい。
【０１１０】
次に、ゲート絶縁膜１０６、導電膜２０２を成膜する（図４（Ａ）参照）。ゲート絶縁膜
１０６および導電膜２０２は、スパッタリング法、ＣＶＤ法（ＡＬＤ法、ＭＯＣＶＤ法、
熱ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法を含むがこれに限定されない）、ＭＢＥ法またはＰＬＤ法
を用いて成膜すればよい。特にＡＬＤ法、ＭＯＣＶＤ法または熱ＣＶＤ法は、プラズマを
使わないためダメージが少なく好ましい。
【０１１１】
次に、導電膜２０２およびゲート絶縁膜１０６を異方性エッチングで加工し、ゲート電極
１０２を形成する（図４（Ｂ）参照）。異方性エッチングにより、ゲート絶縁膜１０６を
介して酸化物半導体１０４の側面と面する位置にゲート電極１０２が形成される。なお、
エッチング方法によってはドレイン電極１０５上にゲート絶縁膜１０６の一部がエッチン
グされずに残る場合もあるが、後の研磨工程で除去されるので問題にならない。また、ド
レイン電極１０５が消失しないように、ゲート電極１０２とドレイン電極１０５との間に
選択比が得られるエッチング方法が好ましいが、上述の選択比が得られない場合は、ドレ
イン電極１０５上にエッチングストッパを設けてもよい。
【０１１２】
次に、保護絶縁膜１０７および層間絶縁膜１０８を成膜する（図４（Ｃ）参照）。保護絶
縁膜１０７および層間絶縁膜１０８は、スパッタリング法、ＣＶＤ法（ＡＬＤ法、ＭＯＣ
ＶＤ法、熱ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法を含むがこれに限定されない）、ＭＢＥ法または
ＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。特にＡＬＤ法、ＭＯＣＶＤ法または熱ＣＶＤ法は、プ
ラズマを使わないためダメージが少なく好ましい。
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【０１１３】
次に、加熱処理を行う。加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下、好ましくは３００℃以
上５００℃以下の温度で、不活性ガス雰囲気、酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上含む雰囲気、
または減圧状態で行えばよい。加熱処理により、ソース電極１０３およびドレイン電極１
０５を還元させて、導電膜１１３ａ、導電膜１１３ｂ、導電膜１１５ａおよび導電膜１１
５ｂを作製する（図５（Ａ）参照）。その際、ソース電極１０３およびドレイン電極１０
５から放出された酸素は、酸化物半導体１０４へ供給され、酸化物半導体１０４の酸素欠
損を低減させる。
【０１１４】
次に、保護絶縁膜１０７および層間絶縁膜１０８をＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈ
ａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法で研磨し、平坦化処理を行う（図５（Ｂ）参照）
。この際に、ドレイン電極１１５をＣＭＰ法のストッパとして利用することができる。も
し、ドレイン電極１１５をストッパとして利用できない場合は、ドレイン電極１１５の上
にストッパを設けてもよい。
【０１１５】
最後に、層間絶縁膜２０９、プラグ２１２、導電膜２１１を形成する。プラグ２１２は、
Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｗ、Ｍｏを一種類以上含む導電体を用いることができる
。また、導電膜２１１は導電膜１１５ａ及び導電膜１１５ｂよりも酸素透過性が低いこと
が好ましい。導電膜２１１は、導電膜１１１と同様に、酸素に対するブロッキング効果を
有し、ドレイン電極１１５とプラグ２１２との間に抵抗の高い酸化物層が形成されるのを
防ぐ。特に窒化タンタルは酸素に対してブロッキング効果が高く、導電膜２１１に好まし
い。
【０１１６】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１１７】
（実施の形態４）
本実施の形態では、実施の形態１で示した酸化物半導体１０４およびトランジスタ１１０
の変形例について、図面を用いて説明する。
【０１１８】
＜酸化物半導体の変形例＞
実施の形態１では、半導体領域が円錐台形状の場合を示したが、半導体領域の形状はこれ
に限定されない。図６に半導体領域を立体的に加工した際の形状例を示す。
【０１１９】
図６（Ａ）は角柱形状に半導体領域を形成した例である。角柱形状はレイアウトが容易で
、トランジスタの占有面積を小さくできる。
【０１２０】
図６（Ｂ）は壁形状に半導体領域を形成した例である。壁形状は半導体領域の側面の面積
を大きくすることができるため、トランジスタのオン電流を増大させることができる。
【０１２１】
図６（Ｃ）は角錐台形状に半導体領域を形成した例である。角錐台形状は壁形状に比べて
、半導体領域側面に成膜されるゲート絶縁膜またはゲート電極の被覆性を高めることがで
きる。なお、図６（Ａ）、図６（Ｂ）および図６（Ｃ）は、意図しないゲート電界の集中
を避けるために角を丸めてもよい。
【０１２２】
図６（Ｄ）は円柱形状に半導体領域を形成した例である。円柱形状は側面に角が存在しな
いため、均一にゲート電界を半導体領域に印加することができる。
【０１２３】
図６（Ｅ）は円錐台形状に半導体領域を形成した例である。円錐台形状は円柱形状に比べ
て、半導体領域側面に成膜されるゲート絶縁膜またはゲート電極の被覆性を高めることが
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できる。
【０１２４】
＜トランジスタの変形例１＞
図７（Ａ）に示すトランジスタ４１０は、図２（Ｃ）のトランジスタ１１０において、ソ
ース電極１１３のみが酸素供給能力を有し、ドレイン電極４１５は酸素供給能力を有さな
い場合の例である。この場合、ドレイン電極４１５は、材料の選択肢が広がるため、ゲー
ト電極１０２を異方性エッチングで形成する際にゲート電極１０２と選択比のとれる材料
を選択することが可能になる。
【０１２５】
＜トランジスタの変形例２＞
図７（Ｂ）に示すトランジスタ４２０は、図２（Ｃ）のトランジスタ１１０において、ド
レイン電極１１５のみが酸素供給能力を有し、ソース電極４２３は酸素供給能力を有さな
い場合の例である。この場合、ソース電極４２３と配線１０１との間に、酸素を遮断する
ための導電膜１１１を設ける必要がなく、工程を簡略化することが可能になる。
【０１２６】
＜トランジスタの変形例３＞
図８（Ａ）に示すトランジスタ４３０は、図２（Ｃ）のトランジスタ１１０において、ソ
ース電極１１３および導電膜１１１を省略した場合のトランジスタである。この場合、配
線１０１がソース電極を兼ねている。トランジスタ４３０はソース電極１１３を省略した
ことで、工程の短縮およびソース電極１１３をエッチングで形成する際に、酸化物半導体
１０４に加わるダメージを無くすことができる。
【０１２７】
＜トランジスタの変形例４＞
図８（Ｂ）に示すトランジスタ４４０は、図２（Ｃ）のトランジスタ１１０において、ド
レイン電極１１５を省略し、酸化物半導体１０４とプラグ４４６を直接接合させた場合の
例である。この場合、プラグ４４６がソース電極を兼ねている。なお、図８（Ｂ）におい
て、ハッチパターンが施されていない領域は絶縁体で構成されている。また、プラグ４４
６は抵抗の低い導電層と、半導体中に金属が拡散することを防ぐ導電性バリア膜の積層で
あってもよい。トランジスタ４４０はドレイン電極１１５を省略したことで、工程の短縮
およびドレイン電極１１５をエッチングで形成する際に、酸化物半導体１０４に加わるダ
メージを無くすことができる。
【０１２８】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１２９】
（実施の形態５）
本実施の形態では、本発明の一態様であるトランジスタを使用した記憶装置の一例につい
て図面を参照して説明する。
【０１３０】
図９は本発明の一態様のトランジスタを利用した記憶装置５００の上面図である。なお、
図９は図の明瞭化のために一部の要素を省いて図示している。記憶装置５００は、列方向
に延伸する複数のビット線ＢＬと、行方向に延伸する複数のワード線ＷＬと、ワード線Ｗ
Ｌに挟まれかつビット線ＢＬ上に配置されたトランジスタ５３０と、トランジスタ５３０
上の記憶素子５２０と、ワード線ＷＬの底面およびトランジスタ５３０の側面と接するコ
ンタクト５１０を有する。トランジスタ５３０は本発明の一態様の縦型トランジスタであ
る。トランジスタ５３０および記憶素子５２０は２Ｆ間隔でマトリックス状に配置され、
記憶装置５００は４Ｆ２のメモリセルで構成されている。
【０１３１】
記憶装置５００がＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）の場合は記憶素子５２０にキャパシタが用いられ、記憶装置５００がＰＲＡＭ（Ｐｈ
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ａｓｅ　ｃｈａｎｇｅ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）の場合は記憶素子
５２０に相変化膜が用いられ、記憶装置５００がＲｅＲＡＭ（Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）の場合は記憶素子５２０に抵抗変化素子が用
いられる。以下では、記憶装置５００がＤＲＡＭの場合について説明を行う。
【０１３２】
図１０は図９のＡ１―Ａ２線断面図を示している。図１０に示す記憶装置５００は、トラ
ンジスタ５３０と、ビット線ＢＬと、導電膜５１１と、ワード線ＷＬと、コンタクト５１
０と、プラグ５１５と、導電膜５１６と、第１キャパシタ電極５１２、第２キャパシタ電
極５１３およびキャパシタ絶縁体５１４を有する記憶素子５２０と、を有している。コン
タクト５１０はトランジスタ５３０の側面に配置されたゲート電極５３２およびワード線
ＷＬに接続され、ワード線ＷＬの電位をトランジスタ５３０のゲート電極５３２に伝える
機能をもつ。トランジスタ５３０のソース電極５３３（導電膜５３３ａ及び導電膜５３３
ｂを含む）はビット線ＢＬに接続され、トランジスタ５３０のドレイン電極５３５（導電
膜５３５ａ及び導電膜５３５ｂを含む）は記憶素子５２０に接続されている。導電膜５１
１は酸素を遮断する機能を有し、ビット線ＢＬとソース電極５３３との間に高抵抗な酸化
物が形成されるのを防ぐ。導電膜５１６は酸素を遮断する機能を有し、プラグ５１５とド
レイン電極５３５との間に高抵抗な酸化物が形成されるのを防ぐ。
【０１３３】
トランジスタ５３０は、図２（Ｃ）で示したトランジスタ１１０と比較して、ゲート電極
の頂点とドレイン電極の位置関係が異なる。トランジスタ５３０は、ゲート電極５３２の
頂点がドレイン電極５３５よりも高い位置にあり、コンタクト５１０とドレイン電極５３
５の間にゲート電極５３２およびゲート絶縁膜５３６が存在する（図１０参照）。上述の
構成により、トランジスタ５３０は、コンタクト５１０とドレイン電極５３５が短絡する
ことを防いでいる。上記の特徴以外は、トランジスタ５３０はトランジスタ１１０と同一
である。
【０１３４】
図１１は図９のＢ１―Ｂ２線断面図を示している。図１１に示す記憶装置５００は、トラ
ンジスタ５３０と、ビット線ＢＬと、導電膜５１１と、プラグ５１５と、導電膜５１６と
、第１キャパシタ電極５１２、第２キャパシタ電極５１３およびキャパシタ絶縁体５１４
を有する記憶素子５２０を有している。
【０１３５】
なお、図１０および図１１でハッチパターンが施されていない領域は絶縁体で構成された
領域を表している。該当領域には、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化シリコン
、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウ
ム、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウ
ム、酸化タンタルなどから選ばれた一種以上含む絶縁体を用いることができる。
【０１３６】
トランジスタ５３０はオフ電流の低いトランジスタであるため、ＤＲＡＭのメモリセルに
用いることで、記憶素子５２０に蓄積された電荷の保持時間を長くすることができる。そ
の結果、ＤＲＡＭのリフレッシュの頻度を少なくすることができ、消費電力を下げること
が可能になる。
【０１３７】
また、単結晶シリコンを使ったＳＧＴで４Ｆ２のメモリセルを作製する場合、ソース領域
およびドレイン領域を形成する際の不純物注入工程が複雑であるが、トランジスタ５３０
で４Ｆ２のメモリセルを作製する場合は、ソース領域およびドレイン領域形成の際の不純
物注入工程が不要なので、製造工程を短縮することができる。
【０１３８】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１３９】
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（実施の形態６）
本実施の形態では、実施の形態５で示した記憶装置と半導体基板上に作製したトランジス
タを組み合わせた例について図面を参照して説明する。
【０１４０】
図１２は実施の形態５で示した記憶装置５００と、トランジスタ２２００と、素子分離層
２２０１と、プラグ２２０２乃至２２０５と、配線２２０８乃至２２１０と、絶縁層２２
０７と、半導体基板２２１１を有している。図１２でハッチパターンが施されていない領
域は、絶縁体で構成されている。図１２の左半分の領域は、図９のＡ１―Ａ２線断面図を
示し、図１２の右半分の領域は、図９のＢ１―Ｂ２線断面図を示している。
【０１４１】
半導体基板２２１１に使用される第１の半導体材料は、トランジスタ５３０に使用される
第２の半導体材料とは異なる禁制帯幅を持つ材料とすることが好ましい。例えば、第１の
半導体材料を酸化物半導体以外の半導体材料（多結晶構造、単結晶構造などのシリコン、
ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコン、またはガリウムヒ素など）とし、
第２の半導体材料を酸化物半導体とすることができる。酸化物半導体以外の材料として単
結晶シリコンなどを用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方で、酸化物半導
体を用いたトランジスタは、オフ電流が低い。
【０１４２】
例えば、第１の半導体として歪みシリコンなどの歪みを有する半導体を用いてもよい。ま
たは、第１の半導体として高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ：Ｈｉｇｈ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）に適用可能なヒ化ガリウム、ヒ化ア
ルミニウムガリウム、ヒ化インジウムガリウム、窒化ガリウム、リン化インジウム、シリ
コンゲルマニウムなどを用いてもよい。これらの半導体を第１の半導体に用いることで、
高速動作をすることに適したトランジスタ２２００とすることができる。
【０１４３】
トランジスタ２２００は、ｎチャネル型のトランジスタまたはｐチャネル型のトランジス
タのいずれであってもよく、回路によって適切なトランジスタを用いればよい。また、酸
化物半導体を用いた本発明の一態様のトランジスタを用いるほかは、用いる材料や構造な
ど、半導体装置の具体的な構成をここで示すものに限定する必要はない。
【０１４４】
このように、２種類のトランジスタを積層することにより、回路の占有面積が低減され、
より高密度に複数の回路を配置することができる。例えば、トランジスタ２２００を用い
て記憶装置５００の駆動回路を形成してもよい。
【０１４５】
ここで、下層に設けられるトランジスタ２２００にシリコン系半導体材料を用いた場合、
トランジスタ２２００の半導体層の近傍に設けられる絶縁層中の水素はシリコンのダング
リングボンドを終端し、トランジスタ２２００の信頼性を向上させる効果がある。一方、
上層に設けられるトランジスタ５３０に酸化物半導体を用いた場合、酸化物半導体層の近
傍に設けられる絶縁層中の水素は、酸化物半導体中にキャリアを生成する要因の一つとな
るため、トランジスタ５３０の信頼性を低下させる要因となる場合がある。したがって、
シリコン系半導体材料を用いたトランジスタ２２００の上層に酸化物半導体を用いたトラ
ンジスタ５３０を積層して設ける場合、これらの間に水素の移動を防止する機能を有する
絶縁層２２０７を設けることは特に効果的である。絶縁層２２０７により、下層に水素を
閉じ込めることでトランジスタ２２００の信頼性が向上することに加え、下層から上層へ
の水素拡散が抑制されることでトランジスタ５３０の信頼性も同時に向上させることがで
きる。
【０１４６】
絶縁層２２０７としては、例えば酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ガリウ
ム、酸化窒化ガリウム、酸化イットリウム、酸化窒化イットリウム、酸化ハフニウム、酸
化窒化ハフニウム、イットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）等を用いることができる。
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【０１４７】
なお、トランジスタ２２００は、プレーナー型のトランジスタだけでなく、様々なタイプ
のトランジスタとすることができる。例えば、ＦＩＮ（フィン）型、ＴＲＩ－ＧＡＴＥ（
トライゲート）型などのトランジスタなどとすることができる。その場合の断面図の例を
、図１３に示す。半導体基板２２１１の上に、絶縁層２２１２が設けられている。半導体
基板２２１１は、先端の細い凸部（フィンともいう。）を有する。なお、凸部の上には、
絶縁膜が設けられていてもよい。その絶縁膜は、凸部を形成するときに、半導体基板２２
１１がエッチングされないようにするためのマスクとして機能するものである。なお、凸
部は、先端が細くなくてもよく、例えば、略直方体の凸部であってもよいし、先端が太い
凸部であってもよい。半導体基板２２１１の凸部の上には、ゲート絶縁膜２２１４が設け
られ、その上には、ゲート電極２２１３が設けられている。半導体基板２２１１には、ソ
ース領域およびドレイン領域２２１５が形成されている。なお、ここでは、半導体基板２
２１１が、凸部を有する例を示したが、本発明の一態様に係る半導体装置は、これに限定
されない。例えば、ＳＯＩ基板を加工して、凸部を有する半導体領域を形成しても構わな
い。
【０１４８】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１４９】
（実施の形態７）
本実施の形態では、本発明の一態様であるトランジスタを使用し、電力が供給されない状
況でも記憶内容の保持が可能で、かつ、書き込み回数にも制限が無い記憶装置の一例を、
図面を参照して説明する。
【０１５０】
図１４（Ａ）に示すメモリセルは、第１の半導体材料を用いたトランジスタ３２００と第
２の半導体材料を用いたトランジスタ３３００、および容量素子３４００を有している。
なお、トランジスタ３３００としては、上記実施の形態で説明したトランジスタを用いる
ことができる。
【０１５１】
トランジスタ３３００は、酸化物半導体を有する半導体層にチャネルが形成されるトラン
ジスタである。トランジスタ３３００は、オフ電流が小さいため、これを用いることによ
り長期にわたり記憶内容を保持することが可能である。つまり、リフレッシュ動作を必要
としない、或いは、リフレッシュ動作の頻度が極めて少ない記憶装置とすることが可能と
なるため、消費電力を十分に低減することができる。
【０１５２】
図１４（Ａ）において、第１の配線３００１はトランジスタ３２００のソース電極と電気
的に接続され、第２の配線３００２はトランジスタ３２００のドレイン電極と電気的に接
続されている。また、第３の配線３００３はトランジスタ３３００のソース電極またはド
レイン電極の一方と電気的に接続され、第４の配線３００４はトランジスタ３３００のゲ
ート電極と電気的に接続されている。そして、トランジスタ３２００のゲート電極、およ
びトランジスタ３３００のソース電極またはドレイン電極の他方は、容量素子３４００の
第１の端子と電気的に接続され、第５の配線３００５は容量素子３４００の第２の端子と
電気的に接続されている。
【０１５３】
図１４（Ａ）に示すメモリセルでは、トランジスタ３２００のゲート電極の電位が保持可
能という特徴を活かすことで、次のように、情報の書き込み、保持、読み出しが可能であ
る。
【０１５４】
情報の書き込みおよび保持について説明する。まず、第４の配線３００４の電位を、トラ
ンジスタ３３００がオン状態となる電位にして、トランジスタ３３００をオン状態とする
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。これにより、第３の配線３００３の電位が、トランジスタ３２００のゲート電極、およ
び容量素子３４００に与えられる。すなわち、トランジスタ３２００のゲートには、所定
の電荷が与えられる（書き込み）。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷（以
下Ｌｏｗレベル電荷、Ｈｉｇｈレベル電荷という）のいずれかが与えられるものとする。
その後、第４の配線３００４の電位を、トランジスタ３３００がオフ状態となる電位にし
て、トランジスタ３３００をオフ状態とすることにより、トランジスタ３２００のゲート
に与えられた電荷が保持される（保持）。
【０１５５】
トランジスタ３３００のオフ電流は極めて小さいため、トランジスタ３２００のゲートの
電荷は長時間にわたって保持される。
【０１５６】
次に情報の読み出しについて説明する。第１の配線３００１に所定の電位（定電位）を与
えた状態で、第５の配線３００５に適切な電位（読み出し電位）を与えると、トランジス
タ３２００のゲートに保持された電荷量に応じて、第２の配線３００２は異なる電位をと
る。一般に、トランジスタ３２００をｎチャネル型とすると、トランジスタ３２００のゲ
ート電極にＨｉｇｈレベル電荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｈは、
トランジスタ３２００のゲート電極にＬｏｗレベル電荷が与えられている場合の見かけの
しきい値Ｖｔｈ＿Ｌより低くなるためである。ここで、見かけのしきい値電圧とは、トラ
ンジスタ３２００を「オン状態」とするために必要な第５の配線３００５の電位をいうも
のとする。したがって、第５の配線３００５の電位をＶｔｈ＿ＨとＶｔｈ＿Ｌの間の電位
Ｖ０とすることにより、トランジスタ３２００のゲートに与えられた電荷を判別できる。
例えば、書き込みにおいて、Ｈｉｇｈレベル電荷が与えられていた場合には、第５の配線
３００５の電位がＶ０（＞Ｖｔｈ＿Ｈ）となれば、トランジスタ３２００は「オン状態」
となる。Ｌｏｗレベル電荷が与えられていた場合には、第５の配線３００５の電位がＶ０

（＜Ｖｔｈ＿Ｌ）となっても、トランジスタ３２００は「オフ状態」のままである。この
ため、第２の配線３００２の電位を判別することで、保持されている情報を読み出すこと
ができる。
【０１５７】
なお、メモリセルをアレイ状に配置して用いる場合、所望のメモリセルの情報のみを読み
出せることが必要になる。このように情報を読み出さない場合には、ゲートの状態にかか
わらずトランジスタ３２００が「オフ状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｈより
小さい電位を第５の配線３００５に与えればよい。または、ゲートの状態にかかわらずト
ランジスタ３２００が「オン状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｌより大きい電
位を第５の配線３００５に与えればよい。
【０１５８】
図１４（Ｂ）に示すメモリセルは、トランジスタ３２００を設けていない点で図１４（Ａ
）と相違している。この場合も上記と同様の動作により情報の書き込み及び保持動作が可
能である。
【０１５９】
次に、情報の読み出しについて説明する。トランジスタ３３００がオン状態となると、浮
遊状態である第３の配線３００３と容量素子３４００とが導通し、第３の配線３００３と
容量素子３４００の間で電荷が再分配される。その結果、第３の配線３００３の電位が変
化する。第３の配線３００３の電位の変化量は、容量素子３４００の第１の端子の電位（
または容量素子３４００に蓄積された電荷）によって、異なる値をとる。
【０１６０】
例えば、容量素子３４００の第１の端子の電位をＶ、容量素子３４００の容量をＣ、第３
の配線３００３が有する容量成分をＣＢ、電荷が再分配される前の第３の配線３００３の
電位をＶＢ０とすると、電荷が再分配された後の第３の配線３００３の電位は、（ＣＢ×
ＶＢ０＋Ｃ×Ｖ）／（ＣＢ＋Ｃ）となる。したがって、メモリセルの状態として、容量素
子３４００の第１の端子の電位がＶ１とＶ０（Ｖ１＞Ｖ０）の２状態をとるとすると、電
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位Ｖ１を保持している場合の第３の配線３００３の電位（＝（ＣＢ×ＶＢ０＋Ｃ×Ｖ１）
／（ＣＢ＋Ｃ））は、電位Ｖ０を保持している場合の第３の配線３００３の電位（＝ＣＢ
×ＶＢ０＋Ｃ×Ｖ０）／（ＣＢ＋Ｃ））よりも高くなることがわかる。
【０１６１】
そして、第３の配線３００３の電位を所定の電位と比較することで、情報を読み出すこと
ができる。
【０１６２】
この場合、メモリセルを駆動させるための駆動回路に上記第１の半導体材料が適用された
トランジスタを用い、トランジスタ３３００として第２の半導体材料が適用されたトラン
ジスタを駆動回路上に積層して設ける構成とすればよい。
【０１６３】
本実施の形態に示すメモリセルでは、チャネル形成領域に酸化物半導体を用いたオフ電流
の極めて小さいトランジスタを適用することで、極めて長期にわたり記憶内容を保持する
ことが可能である。つまり、リフレッシュ動作が不要となるか、または、リフレッシュ動
作の頻度を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に低減することができ
る。また、電力の供給がない場合（ただし、電位は固定されていることが望ましい）であ
っても、長期にわたって記憶内容を保持することが可能である。
【０１６４】
また、本実施の形態に示す半導体装置では、情報の書き込みに高い電圧を必要とせず、素
子の劣化の問題もない。例えば、従来の不揮発性メモリのように、フローティングゲート
への電子の注入や、フローティングゲートからの電子の引き抜きを行う必要がないため、
ゲート絶縁膜の劣化といった問題が全く生じない。すなわち、開示する発明に係る半導体
装置では、従来の不揮発性メモリで問題となっている書き換え可能回数に制限はなく、信
頼性が飛躍的に向上する。さらに、トランジスタのオン状態、オフ状態によって、情報の
書き込みが行われるため、高速な動作も容易に実現しうる。
【０１６５】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１６６】
（実施の形態８）
本実施の形態では、本発明の一態様であるトランジスタを使用した表示装置の構成例につ
いて説明する。
【０１６７】
［構成例］
図１５（Ａ）は、本発明の一態様の表示装置の上面図であり、図１５（Ｂ）は、本発明の
一態様の表示装置の画素に液晶素子を適用する場合に用いることができる画素回路を説明
するための回路図である。また、図１５（Ｃ）は、本発明の一態様の表示装置の画素に有
機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子を適用する場合に用いることができる画素回路
を説明するための回路図である。
【０１６８】
画素部に配置するトランジスタは、上記実施の形態に従って形成することができる。また
、当該トランジスタはｎチャネル型とすることが容易なので、駆動回路のうち、ｎチャネ
ル型トランジスタで構成することができる駆動回路の一部を画素部のトランジスタと同一
基板上に形成する。このように、画素部や駆動回路に上記実施の形態に示すトランジスタ
を用いることにより、信頼性の高い表示装置を提供することができる。
【０１６９】
アクティブマトリクス型表示装置の上面図の一例を図１５（Ａ）に示す。表示装置の基板
７００上には、画素部７０１、第１の走査線駆動回路７０２、第２の走査線駆動回路７０
３、信号線駆動回路７０４を有する。画素部７０１には、複数の信号線が信号線駆動回路
７０４から延伸して配置され、複数の走査線が第１の走査線駆動回路７０２、及び第２の
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走査線駆動回路７０３から延伸して配置されている。なお走査線と信号線との交差領域に
は、各々、表示素子を有する画素がマトリクス状に設けられている。また、表示装置の基
板７００はＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等の接続部を
介して、タイミング制御回路（コントローラ、制御ＩＣともいう）に接続されている。
【０１７０】
図１５（Ａ）では、第１の走査線駆動回路７０２、第２の走査線駆動回路７０３、信号線
駆動回路７０４は、画素部７０１と同じ基板７００上に形成される。そのため、外部に設
ける駆動回路等の部品の数が減るので、コストの低減を図ることができる。また、基板７
００外部に駆動回路を設けた場合、配線を延伸させる必要が生じ、配線間の接続数が増え
る。同じ基板７００上に駆動回路を設けた場合、その配線間の接続数を減らすことができ
、信頼性の向上、又は歩留まりの向上を図ることができる。
【０１７１】
〔液晶表示装置〕
また、画素の回路構成の一例を図１５（Ｂ）に示す。ここでは、ＶＡ型液晶表示装置の画
素に適用することができる画素回路を示す。
【０１７２】
この画素回路は、一つの画素に複数の画素電極層を有する構成に適用できる。それぞれの
画素電極層は異なるトランジスタに接続され、各トランジスタは異なるゲート信号で駆動
できるように構成されている。これにより、マルチドメイン設計された画素の個々の画素
電極層に印加する信号を、独立して制御できる。
【０１７３】
トランジスタ７１６のゲート配線７１２と、トランジスタ７１７のゲート配線７１３には
、異なるゲート信号を与えることができるように分離されている。一方、データ線として
機能するソース電極又はドレイン電極７１４は、トランジスタ７１６とトランジスタ７１
７で共通に用いられている。トランジスタ７１６とトランジスタ７１７は上記実施の形態
で説明するトランジスタを適宜用いることができる。これにより、信頼性の高い液晶表示
装置を提供することができる。
【０１７４】
トランジスタ７１６と電気的に接続する第１の画素電極層と、トランジスタ７１７と電気
的に接続する第２の画素電極層の形状について説明する。第１の画素電極層と第２の画素
電極層の形状は、スリットによって分離されている。第１の画素電極層はＶ字型に広がる
形状を有し、第２の画素電極層は第１の画素電極層の外側を囲むように形成される。
【０１７５】
トランジスタ７１６のゲート電極はゲート配線７１２と接続され、トランジスタ７１７の
ゲート電極はゲート配線７１３と接続されている。ゲート配線７１２とゲート配線７１３
に異なるゲート信号を与えてトランジスタ７１６とトランジスタ７１７の動作タイミング
を異ならせ、液晶の配向を制御できる。
【０１７６】
また、容量配線７１０と、誘電体として機能するゲート絶縁膜と、第１の画素電極層また
は第２の画素電極層と電気的に接続する容量電極とで保持容量を形成してもよい。
【０１７７】
マルチドメイン構造は、一画素に第１の液晶素子７１８と第２の液晶素子７１９を備える
。第１の液晶素子７１８は第１の画素電極層と対向電極層とその間の液晶層とで構成され
、第２の液晶素子７１９は第２の画素電極層と対向電極層とその間の液晶層とで構成され
る。
【０１７８】
なお、図１５（Ｂ）に示す画素回路は、これに限定されない。例えば、図１５（Ｂ）に示
す画素に新たにスイッチ、抵抗素子、容量素子、トランジスタ、センサ、又は論理回路な
どを追加してもよい。
【０１７９】
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〔有機ＥＬ表示装置〕
画素の回路構成の他の一例を図１５（Ｃ）に示す。ここでは、有機ＥＬ素子を用いた表示
装置の画素構造を示す。
【０１８０】
有機ＥＬ素子は、発光素子に電圧を印加することにより、一対の電極の一方から電子が、
他方から正孔がそれぞれ発光性の有機化合物を含む層に注入され、電流が流れる。そして
、電子および正孔が再結合することにより、発光性の有機化合物が励起状態を形成し、そ
の励起状態が基底状態に戻る際に発光する。このようなメカニズムから、このような発光
素子は、電流励起型の発光素子と呼ばれる。
【０１８１】
図１５（Ｃ）は、適用可能な画素回路の一例を示す図である。ここではｎチャネル型のト
ランジスタを１つの画素に２つ用いる例を示す。なお、本発明の一態様の金属酸化物膜は
、ｎチャネル型のトランジスタのチャネル形成領域に用いることができる。また、当該画
素回路は、デジタル時間階調駆動を適用することができる。
【０１８２】
適用可能な画素回路の構成及びデジタル時間階調駆動を適用した場合の画素の動作につい
て説明する。
【０１８３】
画素７２０は、スイッチング用トランジスタ７２１、駆動用トランジスタ７２２、発光素
子７２４及び容量素子７２３を有している。スイッチング用トランジスタ７２１は、ゲー
ト電極が走査線７２６に接続され、第１電極（ソース電極及びドレイン電極の一方）が信
号線７２５に接続され、第２電極（ソース電極及びドレイン電極の他方）が駆動用トラン
ジスタ７２２のゲート電極に接続されている。駆動用トランジスタ７２２は、ゲート電極
が容量素子７２３を介して電源線７２７に接続され、第１電極が電源線７２７に接続され
、第２電極が発光素子７２４の第１電極（画素電極）に接続されている。発光素子７２４
の第２電極は共通電極７２８に相当する。共通電極７２８は、同一基板上に形成される共
通電位線と電気的に接続される。
【０１８４】
スイッチング用トランジスタ７２１および駆動用トランジスタ７２２は上記実施の形態で
説明するトランジスタを適宜用いることができる。これにより、信頼性の高い有機ＥＬ表
示装置を提供することができる。
【０１８５】
発光素子７２４の第２電極（共通電極７２８）の電位は低電源電位に設定する。なお、低
電源電位とは、電源線７２７に供給される高電源電位を基準にして低電源電位＜高電源電
位を満たす電位であり、低電源電位としては例えばＧＮＤ、０Ｖなどが設定されていても
良い。発光素子７２４の順方向のしきい値電圧以上となるように高電源電位と低電源電位
を設定し、その電位差を発光素子７２４に印加することにより、発光素子７２４に電流を
流して発光させる。なお、発光素子７２４の順方向電圧とは、所望の輝度とする場合の電
圧を指しており、少なくとも順方向しきい値電圧を含む。
【０１８６】
なお、容量素子７２３は駆動用トランジスタ７２２のゲート容量を代用することにより省
略できる。駆動用トランジスタ７２２のゲート容量については、チャネル形成領域とゲー
ト電極との間で容量が形成されていてもよい。
【０１８７】
次に、駆動用トランジスタ７２２に入力する信号について説明する。電圧入力電圧駆動方
式の場合、駆動用トランジスタ７２２が十分にオンするか、オフするかの二つの状態とな
るようなビデオ信号を、駆動用トランジスタ７２２に入力する。なお、駆動用トランジス
タ７２２を線形領域で動作させるために、電源線７２７の電圧よりも高い電圧を駆動用ト
ランジスタ７２２のゲート電極にかける。また、信号線７２５には、電源線電圧に駆動用
トランジスタ７２２の閾値電圧Ｖｔｈを加えた値以上の電圧をかける。
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【０１８８】
アナログ階調駆動を行う場合、駆動用トランジスタ７２２のゲート電極に発光素子７２４
の順方向電圧に駆動用トランジスタ７２２の閾値電圧Ｖｔｈを加えた値以上の電圧をかけ
る。なお、駆動用トランジスタ７２２が飽和領域で動作するようにビデオ信号を入力し、
発光素子７２４に電流を流す。また、駆動用トランジスタ７２２を飽和領域で動作させる
ために、電源線７２７の電位を、駆動用トランジスタ７２２のゲート電位より高くする。
ビデオ信号をアナログとすることで、発光素子７２４にビデオ信号に応じた電流を流し、
アナログ階調駆動を行うことができる。
【０１８９】
なお、画素回路の構成は、図１５（Ｃ）に示す画素構成に限定されない。例えば、図１５
（Ｃ）に示す画素回路にスイッチ、抵抗素子、容量素子、センサ、トランジスタ又は論理
回路などを追加してもよい。
【０１９０】
図１５で例示した回路に上記実施の形態で例示したトランジスタを適用する場合、低電位
側にソース電極（第１の電極）、高電位側にドレイン電極（第２の電極）がそれぞれ電気
的に接続される構成とする。さらに、制御回路等により第１のゲート電極の電位を制御し
、第２のゲート電極には図示しない配線によりソース電極に与える電位よりも低い電位な
ど、上記で例示した電位を入力可能な構成とすればよい。
【０１９１】
例えば、本明細書等において、表示素子、表示素子を有する装置である表示装置、発光素
子、及び発光素子を有する装置である発光装置は、様々な形態を用いること、又は様々な
素子を有することが出来る。表示素子、表示装置、発光素子又は発光装置の一例としては
、ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子（有機物及び無機物を含むＥＬ素子、有機ＥＬ
素子、無機ＥＬ素子）、ＬＥＤ（白色ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤなど
）、トランジスタ（電流に応じて発光するトランジスタ）、電子放出素子、液晶素子、電
子インク、電気泳動素子、グレーティングライトバルブ（ＧＬＶ）、プラズマディスプレ
イ（ＰＤＰ）、ＭＥＭＳ（マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム）、デジタルマ
イクロミラーデバイス（ＤＭＤ）、ＤＭＳ（デジタル・マイクロ・シャッター）、ＭＩＲ
ＡＳＯＬ（登録商標）、ＩＭＯＤ（インターフェアレンス・モジュレーション）素子、エ
レクトロウェッティング素子、圧電セラミックディスプレイ、カーボンナノチューブ、な
ど、電気磁気的作用により、コントラスト、輝度、反射率、透過率などが変化する表示媒
体を有するものがある。ＥＬ素子を用いた表示装置の一例としては、ＥＬディスプレイな
どがある。電子放出素子を用いた表示装置の一例としては、フィールドエミッションディ
スプレイ（ＦＥＤ）又はＳＥＤ方式平面型ディスプレイ（ＳＥＤ：Ｓｕｒｆａｃｅ－ｃｏ
ｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などがある。
液晶素子を用いた表示装置の一例としては、液晶ディスプレイ（透過型液晶ディスプレイ
、半透過型液晶ディスプレイ、反射型液晶ディスプレイ、直視型液晶ディスプレイ、投射
型液晶ディスプレイ）などがある。電子インク又は電気泳動素子を用いた表示装置の一例
としては、電子ペーパーなどがある。
【０１９２】
本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み
合わせて実施することができる。
【０１９３】
（実施の形態９）
本発明の一態様に係る半導体装置は、表示機器、パーソナルコンピュータ、記録媒体を備
えた画像再生装置（代表的にはＤＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ
等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを有する装置）に用いること
ができる。その他に、携帯電話、携帯型を含むゲーム機、携帯情報端末、電子書籍端末、
ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ等のカメラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウ
ントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、デジタ
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ルオーディオプレイヤー等）、複写機、ファクシミリ、プリンタ、プリンタ複合機などが
挙げられる。これら電子機器の具体例を図１６に示す。
【０１９４】
図１６（Ａ）は携帯型ゲーム機であり、筐体９０１、筐体９０２、表示部９０３、表示部
９０４、マイクロフォン９０５、スピーカー９０６、操作キー９０７、スタイラス９０８
等を有する。なお、図１６（Ａ）に示した携帯型ゲーム機は、２つの表示部９０３と表示
部９０４とを有しているが、携帯型ゲーム機が有する表示部の数は、これに限定されない
。
【０１９５】
図１６（Ｂ）は携帯データ端末であり、第１筐体９１１、第２筐体９１２、第１表示部９
１３、第２表示部９１４、接続部９１５、操作キー９１６等を有する。第１表示部９１３
は第１筐体９１１に設けられており、第２表示部９１４は第２筐体９１２に設けられてい
る。そして、第１筐体９１１と第２筐体９１２とは、接続部９１５により接続されており
、第１筐体９１１と第２筐体９１２の間の角度は、接続部９１５により変更が可能である
。第１表示部９１３における映像を、接続部９１５における第１筐体９１１と第２筐体９
１２との間の角度に従って、切り替える構成としても良い。また、第１表示部９１３およ
び第２表示部９１４の少なくとも一方に、位置入力装置としての機能が付加された表示装
置を用いるようにしても良い。なお、位置入力装置としての機能は、表示装置にタッチパ
ネルを設けることで付加することができる。或いは、位置入力装置としての機能は、フォ
トセンサとも呼ばれる光電変換素子を表示装置の画素部に設けることでも、付加すること
ができる。
【０１９６】
図１６（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、筐体９２１、表示部９２２、キ
ーボード９２３、ポインティングデバイス９２４等を有する。
【０１９７】
図１６（Ｄ）は電気冷凍冷蔵庫であり、筐体９３１、冷蔵室用扉９３２、冷凍室用扉９３
３等を有する。
【０１９８】
図１６（Ｅ）はビデオカメラであり、第１筐体９４１、第２筐体９４２、表示部９４３、
操作キー９４４、レンズ９４５、接続部９４６等を有する。操作キー９４４およびレンズ
９４５は第１筐体９４１に設けられており、表示部９４３は第２筐体９４２に設けられて
いる。そして、第１筐体９４１と第２筐体９４２とは、接続部９４６により接続されてお
り、第１筐体９４１と第２筐体９４２の間の角度は、接続部９４６により変更が可能であ
る。表示部９４３における映像を、接続部９４６における第１筐体９４１と第２筐体９４
２との間の角度に従って切り替える構成としても良い。
【０１９９】
図１６（Ｆ）は普通自動車であり、車体９５１、車輪９５２、ダッシュボード９５３、ラ
イト９５４等を有する。
【０２００】
（実施の形態１０）
上記の実施の形態で説明した記憶装置は、様々なプロセッサ（例えば、ＣＰＵ、マイクロ
コントローラ、ＦＰＧＡなどのプログラマブルデバイス、ＲＦタグ）のキャッシュメモリ
、メインメモリ、ストレージに用いることができる。本実施の形態では、上記記憶装置を
用いたＲＦタグの使用例について図１７を用いながら説明する。ＲＦタグの用途は広範に
わたるが、例えば、紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、証書類（運転免許証や住民
票等、図１７（Ａ）参照）、包装用容器類（包装紙やボトル等、図１７（Ｃ）参照）、記
録媒体（ＤＶＤやビデオテープ等、図１７（Ｂ）参照）、乗り物類（自転車等、図１７（
Ｄ）参照）、身の回り品（鞄や眼鏡等）、食品類、植物類、動物類、人体、衣類、生活用
品類、薬品や薬剤を含む医療品、または電子機器（液晶表示装置、ＥＬ表示装置、テレビ
ジョン装置、または携帯電話）等の物品、若しくは各物品に取り付ける荷札（図１７（Ｅ
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）、図１７（Ｆ）参照）等に設けて使用することができる。
【０２０１】
本発明の一態様に係るＲＦタグ４０００は、表面に貼る、または埋め込むことにより、物
品に固定される。例えば、本であれば紙に埋め込み、有機樹脂からなるパッケージであれ
ば当該有機樹脂の内部に埋め込み、各物品に固定される。本発明の一態様に係るＲＦタグ
４０００は、小型、薄型、軽量を実現するため、物品に固定した後もその物品自体のデザ
イン性を損なうことがない。また、紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、または証書
類等に本発明の一態様に係るＲＦタグ４０００を設けることにより、認証機能を設けるこ
とができ、この認証機能を活用すれば、偽造を防止することができる。また、包装用容器
類、記録媒体、身の回り品、食品類、衣類、生活用品類、または電子機器等に本発明の一
態様に係るＲＦタグを取り付けることにより、検品システム等のシステムの効率化を図る
ことができる。また、乗り物類であっても、本発明の一態様に係るＲＦタグを取り付ける
ことにより、盗難などに対するセキュリティ性を高めることができる。
【０２０２】
以上のように、本発明の一態様に係わるＲＦタグを本実施の形態に挙げた各用途に用いる
ことにより、情報の書込みや読み出しを含む動作電力を低減できるため、最大通信距離を
長くとることが可能となる。また、電力が遮断された状態であっても情報を極めて長い期
間保持可能であるため、書き込みや読み出しの頻度が低い用途にも好適に用いることがで
きる。
【０２０３】
本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み
合わせて実施することができる。
【実施例１】
【０２０４】
本実施例では、昇温脱離分析（ＴＤＳ分析）により、酸化ルテニウムに含まれる酸素の脱
離に関して調査した結果について説明する。
【０２０５】
昇温脱離分析とは、高真空で試料を赤外線加熱しながら放出されるガス分子を質量分析す
ることにより、温度毎に試料からの脱離成分の質量スペクトルを得るものである。測定装
置のバックグラウンド真空度は、１．３３×１０－７Ｐａ（１０－９Ｔｏｒｒ）であるた
め、極微量成分についての分析が可能である。本実施例では、ＥＳＣＯ社のＥＭＤ－ＷＡ
１０００Ｓを使用した。
【０２０６】
また、ＴＤＳ分析の結果を示す曲線におけるピークは、分析した試料に含まれる原子また
は分子が外部に放出されることで現れるピークである。なお、外部に放出される原子また
は分子の総量は、当該ピークの積分値に相当する。それゆえ、当該ピーク強度の高低によ
って、酸化ルテニウム膜に含まれる原子または分子の総量を評価することができる。
【０２０７】
本実施例では、シリコンウェハ上に、スパッタリング法を用いて酸化ルテニウム膜を成膜
した。酸化ルテニウムの成膜条件は、酸素流量を２０ｓｃｃｍ、処理室内の圧力を０．４
Ｐａ、１００Ｗ（ＤＣ）、ターゲット－基板間距離を６０ｍｍ、基板温度を１５０℃とし
た。なお、酸化ルテニウムの膜厚を、１０ｎｍ、３０ｎｍ、５０ｎｍ、１００ｎｍ、２０
０ｎｍの５条件とした。ここで、膜厚が１０ｎｍの酸化ルテニウムを試料Ａとし、３０ｎ
ｍの酸化ルテニウムを試料Ｂとし、５０ｎｍの酸化ルテニウムを試料Ｃとし、１００ｎｍ
の酸化ルテニウムを試料Ｄとし、２００ｎｍの酸化ルテニウムを試料Ｅとする。
【０２０８】
次に、試料Ａ乃至試料Ｅに対して、ＴＤＳ分析を行った結果を、図１８に示す。図１８は
、基板温度に対する酸素分子放出量を示したグラフである。
【０２０９】
図１８に示すＴＤＳ分析結果より、酸化ルテニウムが１０ｎｍの場合であっても、酸素分
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子の放出が確認された。また、酸化ルテニウムの膜厚が増加するにつれ、酸素分子の放出
量が増加することが確認された。
【０２１０】
以上の結果から、酸化ルテニウムは、加熱によって、酸素を脱離させることが可能な膜で
あることが確認された。
【符号の説明】
【０２１１】
１００　　トランジスタ
１０１　　配線
１０２　　ゲート電極
１０３　　ソース電極
１０４　　酸化物半導体
１０５　　ドレイン電極
１０６　　ゲート絶縁膜
１０７　　保護絶縁膜
１０８　　層間絶縁膜
１０９　　基板
１１０　　トランジスタ
１１１　　導電膜
１１３　　ソース電極
１１３ａ　　導電膜
１１３ｂ　　導電膜
１１５　　ドレイン電極
１１５ａ　　導電膜
１１５ｂ　　導電膜
２０２　　導電膜
２０３　　導電膜
２０４　　酸化物半導体
２０５　　導電膜
２０９　　層間絶縁膜
２１１　　導電膜
２１２　　プラグ
４１０　　トランジスタ
４１５　　ドレイン電極
４２０　　トランジスタ
４２３　　ソース電極
４３０　　トランジスタ
４４０　　トランジスタ
４４６　　プラグ
５００　　記憶装置
５１０　　コンタクト
５１１　　導電膜
５１２　　キャパシタ電極
５１３　　キャパシタ電極
５１４　　キャパシタ絶縁体
５１５　　プラグ
５１６　　導電膜
５２０　　記憶素子
５３０　　トランジスタ
５３２　　ゲート電極
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５３３　　ソース電極
５３３ａ　　導電膜
５３３ｂ　　導電膜
５３５　　ドレイン電極
５３５ａ　　導電膜
５３５ｂ　　導電膜
５３６　　ゲート絶縁膜
７００　　基板
７０１　　画素部
７０２　　走査線駆動回路
７０３　　走査線駆動回路
７０４　　信号線駆動回路
７１０　　容量配線
７１２　　ゲート配線
７１３　　ゲート配線
７１４　　ドレイン電極
７１６　　トランジスタ
７１７　　トランジスタ
７１８　　液晶素子
７１９　　液晶素子
７２０　　画素
７２１　　スイッチング用トランジスタ
７２２　　駆動用トランジスタ
７２３　　容量素子
７２４　　発光素子
７２５　　信号線
７２６　　走査線
７２７　　電源線
７２８　　共通電極
９０１　　筐体
９０２　　筐体
９０３　　表示部
９０４　　表示部
９０５　　マイクロフォン
９０６　　スピーカー
９０７　　操作キー
９０８　　スタイラス
９１１　　筐体
９１２　　筐体
９１３　　表示部
９１４　　表示部
９１５　　接続部
９１６　　操作キー
９２１　　筐体
９２２　　表示部
９２３　　キーボード
９２４　　ポインティングデバイス
９３１　　筐体
９３２　　冷蔵室用扉
９３３　　冷凍室用扉
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９４１　　筐体
９４２　　筐体
９４３　　表示部
９４４　　操作キー
９４５　　レンズ
９４６　　接続部
９５１　　車体
９５２　　車輪
９５３　　ダッシュボード
９５４　　ライト
２２００　　トランジスタ
２２０１　　素子分離層
２２０２　　プラグ
２２０５　　プラグ
２２０７　　絶縁層
２２０８　　配線
２２１０　　配線
２２１１　　半導体基板
２２１２　　絶縁層
２２１３　　ゲート電極
２２１４　　ゲート絶縁膜
２２１５　　ドレイン領域
３００１　　配線
３００２　　配線
３００３　　配線
３００４　　配線
３００５　　配線
３２００　　トランジスタ
３３００　　トランジスタ
３４００　　容量素子
４０００　　ＲＦタグ
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